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 参考資料 42-2 

電波利用環境委員会報告書（案）に対する再意見募集 

－ 「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち「広帯域電力線搬送通信設備の利用高度化に係る技術的条件」 － 

（令和元年８月１日から同年９月４日（水）意見募集） 

提出件数：３件（個人２件） 

No 提出された意見 意見に対する考え方 
修正の

有無 
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要旨： 

電波利用環境委員会報告（案）には問題点が多く、無線通信業務の適切な保護ができない可能性が高い。

このため、PLC モデムからの出力を低下させること等の具体的な修正要求を示した。無線通信業務を保護す

る活動を行ってきた CISPR委員会が、その本来の使命に反して、環境雑音を高くする PLCを推進することは

大いに問題である。 

意見の本文： 

PLCによる短波帯電波天文観測への干渉については、日本の電波天文コミュニティはかねてから強い懸念

を表明してきた。日本の天文学研究者等が構成員となっている日本天文学会も懸念を示してきた。これらを

受け、国立天文台・周波数資源保護室として、以下のコメントを提示する。 

1．CISPR 委員会は本来、各種機器等から副次的に放射される電磁波から電磁環境を良好に維持する組織で

ある。それにも関わらず、CISPR委員会構成員が積極的に電磁環境を悪化させる機器である PLCの普及を

推進してきたことは、CISPR 委員会の自殺行為であると考える。実際、PLC からの放射を環境雑音レベル

まで許容すれば、環境雑音は 2倍に高く（悪く）なる。PLCの規制にコモンモード電流規制を導入してい

るのは日本だけであり、他国では電力や電圧規制になっている。屋内配線の分岐等でノーマルモード電流

がコモンモード電流に変換されて大きな放射を起こすことはよく知られている。既知の知見に反する規制

をいつまでも維持するのは、我が国の電波行政にとって大きな汚点となるであろう。

本報告書では既存の広帯域電

力線搬送通信設備の利用拡大な

どを提示しましたが、許容値およ

び測定法は、コモンモード電流で

規制する点も含め、平成 18 年度

の答申の際に既に合意されたも

のであり、その方法を維持すべき

ものと考えます。電波天文コミュ

ニティの御意見等は作業班会議

で議論されており、その結論とし

て取りまとめられたのが本報告

書です

なし 
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2．報告書(案)5.10に関する修正要求 

「5.10 中距離における電波伝搬の影響に関する検討」に以下の記述がある。 

 

「累積された電界強度は低く、ITU-R 勧告 P.372 に記載の Rural 地域の環境雑音以下となることが判

った。また、地上波伝搬による累積効果の影響は、受信点数 km 内の PLC 設備設置数が重要な要素であり、

近傍での設置数があまり多くないであろうと想定される電波天文施設では、その影響の軽減が期待できる。」 

 

上記の記述は、「ITU-R 勧告 P.372 に記載の Rural 地域の環境雑音以下」の漏洩電磁界強度ならば、電

波天文観測に対する影響は少ないと受け取られ得る、曖昧な記述となっている。 

 

現実には、電波天文観測に対する干渉波の閾値は、勧告 ITU-R RA.769で定められている。平成 18年情報

通信審議会 CISPR委員会で検討された、電離層伝搬による累積効果を考慮した PLC設備からの漏洩電磁界の

強度がこの閾値を上回ることが、高速電力線搬送通信設備作業班にて明らかにされている。従って、三相三

線式の PLCが広く普及した場合に、電波天文観測に甚大な悪影響を及ぼすことが懸念される。 

 

この点を明確にするために、上記の該当部分を以下のように改定することを要望する。また、漏洩電磁界

の影響が電波天文観測に及ばないよう、PLCモデムからの出力を低減することを要望する。 

 

「累積された電界強度は低く、勧告 ITU-R P.372 に記載の Rural 地域の環境雑音以下となることが判っ

た。一方、高速電力線搬送通信設備作業班において、電波天文からは次の意見が述べられた。電波天文観測

への影響評価に際しては、勧告 ITU-R RA.769で定められた電波天文観測保護のための干渉閾値が使用され

る。Sky-waveの累積効果の見積もり値は、電波天文観測保護のための干渉閾値より高く、平成 18年情報通

信審議会 CISPR委員会での検討で使用された普及率で PLC設備が使用された場合、電波天文観測への影響が

出る可能性がある。また、地上波伝搬による累積効果の影響は、受信点数 km 内の PLC 設備設置数が重要な

要素となる。近傍で PLC設備が設置されなければ、電波天文施設での影響の軽減が期待できる。」 

本意見の内容は、作業班で述べ

られた構成員（電波天文関係）か

らのご意見にも含まれていまし

たところ、作業班での議論の結

果、電波天文観測保護のための干

渉閾値が極めて低いことは理解

されるものの、環境雑音との比較

に基づく平成 18 年度報告書を踏

まえた本報告書の記述に対して

修正が必要との結論には至りま

せんでした。 

なし 
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3．PLCモデムの出力レベル低減（10dB）の要求 

 

H18年度答申では、 

 

「平衡度が悪い家屋からの妨害波によって生じる無線局等の受信障害を極力低減するために、99%の建築

物においてコモンモード電流が前項の許容値以上であるように LCL を設定する。配線系の様々な状態のう

ち 99%が超える LCL 値は、図 4-6 によれば 16dB である。したがって、測定に使用する ISNの LCLを 16dB 

とする。」 

 

とあり、PLCからの漏洩の影響を低減するために、低い LCL値を用いて評価する方針を取っている。 

 

今回検討された三相三線式の場合、報告書(案)の p.60 に「シミュレーションにおいて第３線の状態によ

り放射が増加する可能性があることに 留意し、」と記述されているように、PLC設備からの漏洩が大きくな

る可能性があることが PLC 作業班において認識された。一方、報告書(案)は、16dB より高い LCL 値を検討

に用いることによって、PLC設備からの漏洩が周囲雑音の代表値程度になる、と結論している。報告書(案)

での記載箇所を以下に示す。 

 

PLC 設備から、周囲雑音の代表値（平成 18 年情報通信審議会答申、2MHz～15MHz で 28dBμV/m、15MHz～

30MHz で 18dBμV/m ）よりも 10dB以上高い漏洩が発生することが、一般土壌条件を用いたシミュレーショ

ンにより明らかになっている（報告書(案)の図 5.25）。 

これに対し、「(b) 電力線が極端に不均衡(LCL16dB)になることは希なこと」、すなわち、多くの家屋では

LCL が 16dB より高く、そのために漏洩電磁界強度が低くなる事を理由に、「PLC 機器の漏洩が周囲雑音の代

表値と同程度か以下と考えられる」、と述べている(報告書(案)の p38)。 

 

報告書(案)の p.26では「屋内用 PLC 設備を設置した屋内三相電力線モデルの電磁界解析結果」がまとめ

られている。PLC設備からの漏洩電界強度は、周囲雑音の代表値より大きく超過している。これに対し、報

告書(案)では、「(a) LCL 16 dBと LCL平均値 32 dBの違いにより 10 dB程度」の低減が見込まれるとの理

由から、現実には周囲雑音の代表値程度になると結論している。 

 

このように、報告書(案)は、低い LCL値を用いることによって無線局等の受信障害を極力低減しようとす

る H18年度答申の立場を変更するものであり、事実上、干渉閾値の基準を周囲雑音の代表値より高いレベル

に緩和してしまっていることが懸念される。 

 

この懸念を払拭するためには、三相三線式での PLC の利用では、PLC モデムの出力レベルを 10dB 低減す

るべきである。 

報告書では、漏えい電磁界のレ

ベルを調べるために、電力線の

LCLを 16dB、金属大地面、遮蔽な

し等、すべてが最悪条件に近い場

合を想定して電磁界シミュレー

ションを行っていますが、これら

の条件が同時に生じることは非

常にまれであること等から、磁界

強度は周囲雑音と同程度か以下

と考えられると結論しておりま

す。 

本報告書は、低い LCL値（16ｄ

B）を用いて PLC 設備の認証試験

を行う、H18年度答申の立場を変

更するものではありません。 

 

 

なし 
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4．コモンモード電流による規制では、無線通信を適切に保護できない 

 

p.26に「屋内用 PLC 設備を設置した屋内三相電力線モデルの電磁界解析結果」がまとめられている。解

析の結果、PLC設備からの漏洩電界強度は、周囲雑音の代表値より大きく超過している。これに対し、答申

案では、以下の理由から、現実には周囲雑音の代表値程度になると結論している。 

 

「(2) 線路の両端が極めて不平衡な場合（LCL=16 dB）を電磁界解析したが、 実際の磁界強度は解析結果

より以下の理由により 20 dB程度低いと考えられる。 (a) LCL 16 dBと LCL平均値 32 dBの違いにより 10 

dB程度 (b) 建造物の遮蔽効果により 10 dB程度 (c) その他、電力線の多数の負荷や分岐線の影響 」 

 

この理由のなかで、「電力線の多数の負荷や分岐線の影響」は、漏洩電界強度の低減に働くことがあり得

るが、逆に、漏洩電界強度の増大に働く場合もあることが実験から明らかになっている。このため、漏洩電

界強度の低減理由として記述するのは適切ではない。「電力線の多数の負荷や分岐線の影響」が漏洩電磁界

強度に影響するということは、PLCモデムの出力規制だけでは、漏洩電磁界強度を規制できないことを意味

している。実際に、市販 PLCモデムを木造家屋で使用した場合に発生する漏洩電磁界の測定実験では、周囲

雑音の代表値より高いレベルの漏洩電磁界が観測され、家屋の電力線上では LCLが 0dBとなる例が報告され

ている（大石他、信学技報、2010）。 

 

PLC が現在より普及し、問題が顕在化する前に、PLC の規制に関する技術基準を根本的に見直す必要があ

る。 

 

以 上 

【大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台】 

報告書では様々なケースにつ

いてシミュレーションや実験等

を通じ、検討を行っています。 

極端に悪い条件が重なれば、漏

えい電波の電界強度等が想定よ

りも高くなることがあり得ます

が、そのようなケースは非常にま

れであると考えます。 

万が一、広帯域電力線搬送通信

設備から、実際に障害が発生した

場合には、電波法（昭和 25 年法

律第 131号）第 101条に基づく措

置の適用が可能です。 

また、報告書では、新たに考慮

すべき知見が得られた場合など、

必要に応じて許容値及び測定法

を見直すことが重要であると指

摘しています。 

なし 
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今回の報告に反対します。 

私は 1969年からアマチュア無線を、主に短波帯を中心に継続して運用しています。 

現行の PLCが始まってから、短波帯のノイズが明らかに増えています。 

そのノイズは自然界由来のものではなく、数 kHz〜数 10kHz毎のパルスが、広い周波数に渡って、 

放射されているものです。 

現在でも、短波帯での通信や放送の受信には、PLCが悪影響を与えていることは間違いありません。 

PLCが屋外でも今以上に緩和された状態で許可されると、アマチュア無線だけではなく、短波帯の航空通信

や、放送の受信がさらなる妨害を受けるのは必至です。 

よって、今回の案に強く反対します。 

【個人】 

本案はこれまでの広帯域電力

線搬送通信設備の利用に関する

検討と同様に、シミュレーション

及び実証実験の結果等を元に、広

帯域電力線搬送通信設備と無線

設備の共存できる条件を検討し

た上で取りまとめているもので

す。したがって、原案どおりとい

たします。 

万が一、広帯域電力線搬送通信

設備から、実際に障害が発生した

場合には、電波法（昭和 25 年法

律第 131号）第 101条に基づく措

置の適用が可能です。 

なし 
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（１）PLC設備に関する御意見 （原文のとおり） 

「PLC 設備（パワーラインコミュニケーション）」における電力線を経由し通信回線とした構造では、

「センサー技術、ネットワーク技術、デバイス技術」から成る「CPS（サイバーフィジカルシステム）」の

導入により、「ゼネコン（土木及び建築）、船舶、鉄道、航空機、自動車、産業機器、家電」等が融合され

る構造と、私は考えます。例えばですが、日本国における「AC（交流）」の「電源系（パワーユニット）」

では、「電圧（V）」における「日本では、約 100V（海外では、約 100V から約 240V）」での「AC アダプタ

ー」を電力線に経由し通信回線を導入する構造と、私は考えます。具体的には、電力線を利用した「VVF

ケ－ブル、VVRケーブル」等の問題では無く、「周波数（フレカンシー）」における「kHz帯から MHz帯」

迄の「帯域幅（バンド幅）」での構造上の問題と、私は思います。要約すると、「回路設計（サーキットプ

ランニング）」での「オームの法則（Ω）」で考えますと、長期的に PLC設備の実用化が困難なのは、ACア

ダプターを経由し、電力線のケーブルにおける「インピーダンス（Ω）」の「サイズ（寸法）」による「数

値（ラージ）」での「容量（キャパシティー）」での「コンデンサー（C）」が、「ネック（壁）」に成り、「レ

ジスタンス（R）」における「周波数（Hz）」の「帯域（バンド幅）」が、「固定化（フィックス）」される構

造と、私は考えます。要するに、PLC設備の導入には、「容量（キャパシティー）」の「限界値（リミッタ

ー）」を「設定（セッティング）」しながら、無駄な財政コストが掛からない様に政策を導入するべき構造

と、私は思います。「DC（直流）」よりも、「AC（交流）」を使うと「ノイズ（電波干渉）」が増えるので、

ノイズ対策が必要と、私は考えます。 

本報告書案は、広帯域電力線搬

送通信設備の電力線の制限の緩

和、鋼船における屋内用広帯域

PLC設備の利用、広帯域 PLC設備

に係る現行規則の解釈に関する

明確化等について技術的条件の

検討を行ったものです。 

いただいたご意見については

参考とさせていただきます。 

 

なし 

3-2 

（２）PLC設備に関する御意見 （原文のとおり） 

「PLC設備（パワーラインコミュニケーション）」にける構造では、電力線の通信での「PLC（電力線搬

送通信）」に対し、電力線の「ケーブル（ハーネス）」が「インピーダンス（Ω）」に成ると思いますので、

「オームの法則（Ω）」が必要な構造と、私は考えます。例えばですが、日本国内における「AC（交流）」

では、「100V（ボルト）」の「電圧（V）」を「100Ω（オーム）」の「抵抗（Ω）」に掛けるとすると、「1A（ア
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ンペアー）」の「電流（A）」が流れる構造です。「約 1A（アンペアー）」の「電流（A）」を電力線に流れる

と、電力線の「ケーブル（ハーネス）」が、熱を持ち「発火（着火）」する場合が出てくる可能性と、私は

考えます。「電流（A）」に対し、電力線の「ケーブル（ハーネス）」における耐久度を「試験及び実験」し、

「パーセント（％）」で導き出す事が先決と、私は考えます。具体的には、「制御系（コントロールユニッ

ト）」及び「電源系（パワーユニット）」での事例が有ります。（ア）「制御系（コントロールユニット）」

における「ガウスの法則、オームの法則、マクスウェルの法則、ラプラス変換」では、「電界（E）」での

「電圧（V）」及び「磁界（H）」での「電流（A）」の構造。（イ）「電源系（パワーユニット）」における「ワ

ットの法則」では、「消費電力（W）＝電圧（V）×電流（A）」から成る「電力量（W/h）＝消費電力（W）

×時間（h）」の構造。例えばですが、「機械工学（メカニックエンジニアリング）」での「トライポロジー

（摩擦学）」では、「摩擦抵抗の法則」及び「摩擦熱の法則」における人類の未完成の公式なので、本来は、

「ジュールの法則（J）」が使え無いので、「レジスタンス（R）」における「インピーダンス（Ω）」が図れ

無い構造と、私は考えます。具体的には、「プランク定数（h）」での事例が有ります。（ア）「ハイパーノ

バ（極超新星）」での「プランク定数 10 のマイナス 44 乗秒程」から成る「4 大統一理論（重力、強い核

力、弱い核力、電磁気力）」の構造。（イ）「プランク定数 10のマイナス 34乗秒程」から成る「超弦理論

（量子相対性理論）」の構造。（ウ）「プランク定数 10のマイナス 17乗秒程」から成る「相対性理論」の

構造。例えばですが、特殊相対性理論では、「光（c）」に対し、「質量（m）」の構造で有り、一般相対性理

論では、「光（c）」に対し、「重力（G）」の構造で有ると、私は考えます。要約すると、「周波数（Hz）」を

「kHz 帯から MHz 帯」迄にした「オームの法則」を導入する事で、「プランク定数 10 のプラスの 6 乗秒

程」から「プランク定数 10のマイナス 6乗秒程」迄の「ニュートン力学（N）」を融合した領域の構造と、

私は考えます。 

3-3 

（３）PLC設備に関する御意見 （原文のとおり） 

「PLC 設備（パワーラインコミュニケーション）」における構造では、電力線を回線とした「ケーブル

（ハーネス）」に対し、「オームの法則」を導入するべきと、私は考えます。例えばですが、「I=E/R、R=E/I、

E=R*I」を考えますと、「I（電流）＝V（電圧）÷Ω（抵抗）」での構造では、「抵抗（R）」が、回線とした

「ケーブル（ハーネス）」で、考えますと、「インピーダンス（Ω）」の計算式を「回路技術（サーキット

プランニング）」での構造に導入するべきと、私は考えます。具体的には具体的には、「強電（ハイパワー

ボルテージ）」及び「弱電（ロウパワーボルテージ）」における「電圧（V）」の区分の事例が有ります。（ア）

「強電（ハイパワーボルテージ）」での「AC（交流）」における「約 100Vから約 240V」の概略での領域で

は、「電源系（入力）⇒トランス（変換機）⇒CR回路⇒コイル（L）⇒ダイオード（D）⇒トランジスター

回路」等の構成。（イ）「弱電（ローパワーボルテージ）」での「DC（直流）」における「約 3Vから約 24V」

の概略での領域では、「電源系（入力）⇒DC/DCコンバーター（トランス変換）⇒CR回路⇒コイル（L）⇒

ダイーオード（D）⇒トランジスター回路」等の構成。例えばですが、「出力側（プロバイダー側）→ACア

ダプター→トランス→D/A・A/D変換→入力側（ユーザー側）」から「出力側（ユーザー側）→D/A・A/D変

換→トランス→AC アダプター→入力側（プロバイダー側）」の構造と、私は考えます。要約すると、「DC

（直流）」における構造では、デジタルからアナログに対し、アナログからデジタルにおける「D/A・A/D」

の変換での構造では、「符号化⇒量子化⇒暗号化」から「暗号化⇒量子化⇒符号化」の構造と、私は考え
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ます。要するに、「AC（交流）」における構造では、電力線を回線とした「ケーブル（ハーネス）」での「イ

ンピーダンス（Ω）」の「限界値（リミッター）」の導入が必要と、私は考えます。 

3-4 

（４）PLC設備に関する御意見 （原文のとおり） 

「総務省総合通信基盤局電波部電波環境課電磁障害係」が提唱している内容では、総務省側が「PLC設

備（パワーラインコミュニケーション）」を導入している総務所の意図が、私は理解が出来ないです。例

えばですが、送受信及び処理能力における「kHzから MHz」の帯域では、情報量の送受信が、少量なので、

効率に悪いと、私は考えます。具体的には、電力密度における「プランク定数（h）」の事例が有ります。

（ア）「E＝hv」では、「Eでは、光のエネルギー、hでは、プランク定数、vでは、光の振動数」の構造。

（イ）「プランク定数（h）」では、「h＝6.626・・・×10のマイナス 34乗 Jsの構造。（ウ）「T（s）」では、

「ニュートン力学（N）」が使えないので、相対性理論での「h（プランク定数）」を導入した放射線におけ

る「毎時シーベルト（Sv）」の構造。要約すると、「水晶（クリスタル）」の「同期（H）」を計る「クオー

ツ回路（クロック回路）」から成る CLR回路から、ノイズ対策をするべき構造と、私は考えます。付加価

値の低い、送受信及び処理能力での「PLC設備（パワーラインコミュニケーション）」は、実用化しても、

効率性が悪く、生産性が上がらない構造と思いますので、廃止するべきと、私は考えます。 

3-5 

（５）PLC設備に関する御意見 （原文のとおり） 

「周波数（Hz）」における「電力密度（S）」の構造では、「フーリエ変換」に対し、「ラプラス変換」を

導入するべきと、私は考えます。具体的には、「フーリエ変換」及び「ラプラス変換」での差分おける公

式の事例が有ります。（ア）フーリエ変換では、「f（t）」の関数での「f（t）＝Σ」における「プランク

定数 10 のプラス 6 乗秒程からプランク定数 10 のマイナス 6 乗秒程」から成る「ニュートン力学（N）」

での「秒（s）」の構造。（イ）ラプラス変換では、「F（s）」の関数での「F（s）＝Σ」における「プラン

ク定数 10 のプラス 17 乗秒程からプランク定数 10 のマイナス 17 乗秒程」から成る「相対性理論（c）」

での「プランク定数（h）」の構造。例えばですが、「Σ（シグマ）」を「無限数（インフィニティー）」と

して導入しますと、「電力密度（S）」での「毎時シーベルト（S/v）」における「プランク定数（h）」の構

造と、私は思います。要約すると、電力線における「PLC設備（パワーラインコミュニケーション）」は、

実用化が困難と思いますので、廃止するべきと、私は考えます。 

3-6 
（６）社会構造、教育、外国人高度人材等に関する政策の御提案 （要約） 

【個人】 

 

 


